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九
月
定
例
会
は
、
九
月
十
七
日
に
招
集
さ
れ
、
会
期
を
十

日
間
と
決
め
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
補
正
予
算
三
件
、
請
負

契
約
の
締
結
三
件
、
条
例
の
一
部
改
正
五
件
、
市
道
路
線
の

認
定
等
八
件
に
つ
い
て
審
議
し
ま
し
た
。
一
般
質
問
は
各
党

会
派
を
代
表
し
て
千
野
嘩
・
野
村
義
信

(
政
友
同
志
会
)
依

田
敏
夫
・
宮
島
雅
展

(
政
新
会
)
飯
島
勇
(
社
会
党
・
市
民

連
合
)
秋
山
雅
司

(
公
明
党
)
岡
田
修

(
日
本
共
産
党
)
の

各
氏
が
行
い
、
市
長
等
に
答
弁
を
求
め
ま
し
た
。
最
終
日
の

本
会
議
で
一
般
会
計
補
正
予
算
と
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
反
対
討
論
が
あ
り
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
当
局
原
案

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
昨
年
九
月
に
設
置
さ
れ
た
「
地
方
行
財
政
対
策
に

関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
L

の
中
間
報
告
、
意
見
書
六
件
の

提
出
、
昭
和
五
十
八
年
度
各
会
計
別
決
算
並
び
に
各
企
業
会

計
別
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
は
「
決
算
審
査
特
別
委
員
会
」

を
設
置
し
、
閉
会
中
継
続
審
査
す
る
こ
と
を
決
め
九
月
二
十

六
日
閉
会
し
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
本
市
と
友
好
都
市
締
結
の
た
め
に
訪
れ
た
成

都
市
(
中
国
)
の
胡
市
長
ら
代
表
団
六
名
が
九
月
二
十
六
日

議
会
を
表
敬
訪
問
、
議
場
に
お
い
て
「
す
ば
ら
し
い
経
験
と

先
進
的
技
術
を
学
び
、
両
市
の
繁
栄
と
発
展
を
促
進
し
た
い
」

と
あ
い
さ
つ
、
盛
ん
な
拍
手
を
受
け
ま
し
た
。

お
も
な
内
容
・
ペ
ー
ジ

定
例
会
要
旨

j
e
e
-

-
般
質
問

・
定
例
会
審
議
日
程
。
・
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案
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4

持
別
委
員
会
設
置
・
委
員
会
審
査
の

内
容
・
成
都
市
友
好
代
表
団
議
会
を

訪
問
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意特 地
見別方
書委行

員財
会政
中対
間策
報に
告関

す
る

:調
j査

6 7 

請
願
・
陳
情
の
審
査
結
果
お
よ
び

処
理
状
況
・
議
員
表
彰

年
賀
状
の
自
粛
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九
月
定
例
会
の
一
蹴
質
問
は
、
九
月
十
九
日
か
ら
三
日
間
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
、
七
氏
が
各
党
会
派
を
代
表
し
て
、
駅
前
広
場
整

備
、
行
政
サ
ー
ビ

ス
、
環
境
ア
セ
ス

メ

ン
ト
、
水

道

料

金

の

見

直

し
、
下
水
道
排
水
設
備
の
補
助
金
、
行
財
政
改
革
等
当
面
す
る
市

政
の
問
題
に
つ
い
て
活
発
な
質
問
を
展
開
し
ま
し
た
。

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

駅
前
広
場
整
備
計
画
案

修
正
を
強
く
要
請

{問】

駅
的
広
場
格
備
計
耐
の
見
氏
し
と

山
の
れ
刊
に
つ
い
て
い
円
い
た
い
。

【答】

中
山
川
駅
は
中
山
川
市
の
表
玄
関
で
あ

る
の
で
将
来
展
望
に
au-
勺
て
計
画
を
す
る

こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
現
状
広
場
よ
リ
広

く
す
る
た
め
代
物
ヤ
ー
ド
部
分
は
拡
大
を

は
か
づ
た
わ
け
で
あ
る
r

ま
た
、
駅
前
広
場
は
交
通
問
題
と
広
場

的
安
ぷ
の

二
つ

を
も

っ
た
も
の
と
考
、
え
る
。

交
通
問
凶
に
つ
い
て
は
、
歩
行
者
の
安

ん
し
を
同
リ
、
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
、
内
家
用

半
の
日
出
維
を
さ
け
、
利
用
者
の
利
便
を
は

か
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。

広
場
的
に
は
、
駅
の
乗
降
存
と
駅
前
を

利
用
す
る
人
達
の
恐
い
の
場
と
し
て
の
修

U
R
広
場
も
必
要
と
考
、
え
ら
れ
る
c

市
民
の
各
層
か
ら
県
の
原
案
に
対
す
る

修
正
要
望
い
か
た
-
く
さ
ん
出
さ
れ
た
の
で
、

県
が
こ
れ
ら
を
十
分
検
討
さ
れ
、
市
民
要

望
が
満
た
さ
れ
る
よ
う
市
と
し
て
も
強
く

県
に
要
請
し
て
い
き
た
い
。

次
に
市
の
負
仰
で
あ
る
が
、

昭
和
五
十

七
年
八
月
市
長
は
知
事
宛
に
駅
南
口
整
備

に
つ
い
て
は
、
県
の
費
用
負
担
で
施
行
さ

れ
る
よ
う
要
望
書
を
提
出
し
て
き
た
が
、

こ
れ
に
対
し
て
県
は
、

市
に
お
い
て
も
応

分
の
負
伊
を
し
て
ほ
し
い
旨
の
返
答
が
あ

っ
た
。ま

た
、
当
時
予
定
に
な
か
っ
た
貨
物
ヤ

ー
ド
用
地
の
購
入
等
に
よ
る
駅
前
広
場
面

績
が
拡
大
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
費
用
負
担

問
題
が
き
び
し
く
な
っ
て
き
た
。

折
衝
の
結
果
、
国
庫
補
助
対
象
事
業
費

の
六
分
の
一
を
市
が
負
担
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

ま
た
、
南
北
自
由
通
路
、
身
障
者
用
の

ス
ロ
ー
プ
は
、
そ
の
事
業
費
の
二
分
の
一

を
県
で
補
助
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
請
を
行

い
一
応
了
承
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

新
総
合
計
画
に

環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の

導
入
を

【
問
}
域
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
の
必

要
性
に
つ
い
て
、
市
長
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

窪田】

隣
県
の
五
滝
村
の
例
を
ひ
く
ま
で

も
る
く
、
池
袋
災
害
等
か
ら
市
民
の
「
い

の
ち
」
と
「
財
産
」
を
い
か
に
守
っ
て
い

く
か
、
本
市
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
政
策

課
題
だ
と
受
け
と
め
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
今
、
指
摘
が
あ
っ
た

環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
特
に、

自
然
環
境

調
査
を
総
合
的
に
行
い
、
水
象
、

地
象、

気
象
、
生
物
等
の
実
態
を
科
学
的
に
把
出

し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
こ
れ
か
ら
の
都
市

づ
く
り
を
進
め
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

-v
 

そ
の
た
め
に
、
新
し
い
総
合
計
画
の
策

定
に
あ
た
っ
て
は
、
基
本
指
標
の
一
つ
と

し
て
位
置
づ
け
る
方
向
で
検
討
を
進
め
て

い
き
た
い
。

な
お
、
こ
の
調
査
は
長
い
期
間
と
組
織

の
対
応
、
ま
た
、
多
額
の
経
費
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
の
で
、
調
査
結
果
が

こ
れ
か

ら
の
ま
ち
づ
く
リ
に
十
分
生
か
さ
れ
る
よ

う
、
庁
内
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
や
市
民
の
意

見
等
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
進
め
て
行
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
、
え
て
い
る
。

年
齢
区
分
に
よ
る

幼
保

一一万
化
に
反
対

【問
】
年
令
区
分
に
よ
る
幼
保
一
一
花
化
に

反
対
だ
が
そ
の
対
応
及
び
全
国
市
長
会
の

こ
の
問
題
の
取
扱
い
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

窪
田】

幼
稚
園
と
保
育
所
の
一
一
厄
化
問
題

に
つ
い
て
は
、
教
育
改
舶
に
関
連
し
て
現

荘
、
全
国
的
な
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら

れ
て
い
る
む

こ
れ
は
、
最
泣
の
地
域
的
偏
作
、
児
童

数
の
減
少
等
か
ら
、

「
向
者
の
機
能
を
十

分
生
か
す
方
策
は
な
い
か
」
と
い
う
観
点

か
ら
の
品
川
議
か
ら
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
幼
保
に
つ
い
て
は
、
現
ト
仕
、
共

通
の
面
も
あ
る
が
、
保
育
所
は
児
童
福
祉

法
に
よ
る
児
童
の
保
育
が
家
庭
で
で
き
な

い
人
の
た
め
の
施
設
で
あ
り
、
ま
た
幼
稚

園
は
学
校
教
育
法
に
よ
る
地
設
と
い
う
こ

と
で
異
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、

両
者
と

も
永
い
聞
の
歴
史
的
問
題
等
も
あ
り
む
ず

か
し
い
面
も
あ
る
。

な
お
、
全
国
市
長
会
の
こ
の
問
題
に
対

し
て
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
去
る
六
月
の

1 

審
接
民
経

9
月
口
日
開

開
会

・
提
案
理
由
の
説
明

時
日
山
川

議
案
調
査
の
た
め
休
会

日
日
制
〕
本
会
議

羽
目
肘
」
質
疑
及
び
市
政
一
般
質
問

J

本
会
議

幻
日
幽
γ

質
疑
及
び
市
政
一
般
質
問

、
各
委
員
会
付
託

各
常
任
委
員
会

2
日
出

24 23 
日日
(月) (lll 
、~

休
乙λ
ヱス

お
日

ω
各
常
任
委
員
会

回
日
制
本
会
議

各
常
任
委
員
会
報
告

決
算
審
査
特
別
委
員
会
を

設
置

地
方
行
財
政
対
策
に
関
す

る
調
査
特
別
委
員
会
中
間

報
告

閉
会

f 全
国
市
長
会
に
お
い
て
、
国
へ
の
要
望
事

項
の
ひ
と
つ
と
し
て
一
元
化
促
進
が
出
さ

れ
て
い
る
。

地
域
的
に
幼
稚
園
を
多
く
抱
え
て
い
る

都
市
か
ら
の
提
言
に
よ
り
出
さ
れ
た
も
の

だ
が
、
し
か
し
、
各
市
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
状
況
が
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
議
会
に
請
願
も

提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
議
会
の
意
見
も
十

分
間
く
中
で
市
長
会
等
へ
も
対
応
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ノ
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コ
ン
ポ
ス
ト
施
設

臭

気

対

策

は

万

全

か

【問】

コ
/
ポ
ス
ト
地
設
か
ら
の
山
大
気
の

発
生
の
原
凶
は
な
に
か
。
ま
た
、
そ
の
対

応
策
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
か
聞
き
た
い
ο

【答】

コ
/
ポ
ス
ト
地
設
の
実
負
荷
試
運

転
に
と
も
な
い
、
第

一
次
発
静
槽
か
ら
発

生
し
た
央
公
が
、
周
辺
の
住
民
に
迷
惑
を

か
け
た
こ
と
は
、
試
運
転
期
間
中
の
こ
と
と

言
、
之
、
大
変
申
し
わ
け
な
く
思
っ
て
い
る
。

汚
泥
コ
ン
ポ
ス
ト
の
川
人
気
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
ミ
ニ
プ
ラ
ン
ト
に
よ
る
実
験
の

段
附
で
総
合
試
験
師
究
を
、
山
梨
大
学
研

究
グ
ル
ー
プ
に
依
頼
し
た
が
、
こ
の
ミ
ニ

プ
ラ
ン
ト
に
よ
る
実
験
で
は
出
品
様
等
の
関

係
か
ら
臭
気
の
調
を
分
析
が
十
分
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
本
プ
ラ
ン
ト
に
よ
る
実
負

荷
試
運
転
に
伴
っ
て
発
生
す
る
臭
気
を
調

査
分
析
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
最

も
効
率
的
な
脱
央
設
備
を
設
置
す
る
よ
う

考
え
た
も
の
で
あ
る
。

現
ト
仕
係
取
分
析
し
た
結
果
に
恭
つ
い
て
、

逮
設
省
及
び
県
等
と
脱
臭
設
備
の
方
式
、

規
模
等
に
つ
い
て
協
議
中
で
あ
る
が
、
今

後
、
山
大
気
の
発
生
源
と
し
て
の
、
前
処
理

地
設
、
第
一
次
発
鮮
槽
、
第
二
次
発
酵
槽

等
に
、
脱
臭
設
備
を
設
置
し
、
年
内
完
成

を
目
途
に
鋭
意
努
力
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
周
辺
住
民
の
方
々
に
は
、
脱
臭

設
備
を
設
置
を
し
た
後
に
、
再
稼
動
す
る

こ
と
で
、
理
解
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

市
民
文
化
賞
等
の

設
定
を

【問】

文
化
行
政
の
具
体
的
方
策
と
し
て
、

市
民
文
化
賞
、
市
民
栄
誉
賞
、
市
民
感
謝

賞
等
の
設
定
に
つ
い
て
何
い
た
い
。

{悠ニ

文
化
栄
え
る
叩
府
の
ま
ち
の
開
花

の
た
め
に
、
市
民
文
化
賞
、
市
民
栄
誉
賞
、

市
民
感
調
貨
な
ど
の
具
体
的
な
捷
一一首
を
用

い
た
が
、
今
回
募
集
を
し
た
、
一

O
O周

年
記
念
事
業
の
市
民
ア
イ
テ
ア
の
中
に
も

同
じ
よ
う
な
組
旨
の
も
の
が
幾
つ
か
あ
っ

た
と
聞
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

賞
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
市
民
の

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
一

O
O周
年
記
念
事
業
と
か
ら
め
て
、
検
討

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

下
水
道
事
業

受

益

者

負

担

金

制
度
な
ど
を
質
す

{問】

共
同
排
水
管
補
助
金
制
度
の
見
直

し
を
お
こ
な
う
考
え
は
な
い
か
、
受
益
者

負
仰
の
恭
準
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
の

評
価
鋲
に
比
例
し
て
賦
課
し
て
は
ど
う
か
、

ま
た
、
下
水
道
使
用
料
改
正
の
見
直
し

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

【答】

宅
地
内
の
排
水
設
備
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
個
人
で
設
置
す
る

こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

し
か
し
、
私
有
地
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に

数
世
帯
が
現
に
通
路
等
と
し
て
使
用
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
、
共
同
で
排
水
設
備
を
行

う
場
合
に
、
補
助
金
を
交
付
し
て
、
下
水

道
の
普
及
促
進
を
は
か
う
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、

二
万
円
負
岡
山

の
問
題
も
含
め
、
他
都
市
の
実
施
状
況
の

調
査
等
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
検
討
を
進
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

次
に
、
下
水
道
受
益
者
負
担
金
は
、
都

市
計
画
法
第
七
十
五
条
を
恨
拠
と
し
て
、

市
条
例
で
負
抑
金
の
徴
収
を
受
け
る
者
の

範
囲
及
び
徴
収
方
法
等
を
定
め
て
い
る
。

負
知
金
の
目
的
が
事
業
に
要
す
る
費
用

の
一
部
に
充
て
る
た
め
の
も
の
で
あ
り、

建
設
費
を
算
定
基
準
と
し
て
建
設
に
先
立

ち
、
賦
課
徴
収
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
固
定
資
産
税
な
ど
の
よ
う

に
毎
年
賦
課
傾
を
決
め
て
納
め
て
頂
く
も

の
で
は
な
く
、
一
時
期
を
と
九
え
て
一
定

区
域
に
賦
課
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
市
と

し
て
は
、
そ
の
区
域
の

負
担
金
の
基
準
と
し
て
、

負
担
の
公
平
と
均
衡
を

保
つ
も
の
と
し
て
、
面

積
値
に
よ
っ
て
実
施
い

た
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
全
都
市
計
画

区
域
に
対
し
計
画
当
初

の
建
築
費
を
も
っ
て
負

卸
金
算
出
基
準
に
し
て

い
る
た
め
現
実
に
そ
ぐ

わ
な
い
状
況
に
あ
る
の

で
、
公
平
負
担
の
原
則

に
立

っ
て
検
討
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

次
に
、
使
用
料
の
件

に
つ
い
て
は
、
昭
和
五

十
六
年
四
月
改
正
当
時

の
懇
話
会
か
ら
今
後
三

年
を
め
ど
に
料
金
改
訂

を
行
う
べ
き
で
あ
る
と

の
意
見
が
提
出
さ
れ
て

お
り
、
本
年
度
は
三
年

を
経
過
し
て
い
る
。

地
設
の
維
持
管
理
は

排
出
量
の
増
加
に
伴
い
、

年
々
増
加
し
て
き
で
い

る
の
で
、
使
用
料
の
見

直
し
に
つ
い
て
年
度
内

を
目
途
と
し
て
検
討
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
市
民
の
負
担

に
か
か
わ
る
こ
と
で
も

あ
る
の
で
、
慎
重
に
対

処
し
て
い
き
た
い
。

会

合

{t 

昭

和

五

十

九

年

九

月

定

例
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質

問

要

旨
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【
問
】
小
川
間
ス
ポ
ー
ツ
公
同
を
仰
に
い
照
的

必
与
し
た
が
、
代
比
九
日
地

の
川
林
ケ
行
川
町
一
片
総

へHV
庄
一
動
場
の
そ
の
後
の
折
術
科
川
川一
を
州
い

や

~
l
v

【
怨
ニ
小
瀬
ス
ポ
ー
ツ
公
凶
の
は
山
一
リ
地

ぷ
に
つ
い
て
は
、
中
↓
川
の
川
県
議
会
ぷ
以
と

山
滋
会
議
長
い
か
2

仏人リ

ゥ
て
.
知
が
と
山
口
以

の
問
に

「
同
小
布
地
ぷ
の
小
で
、
中
山
市
民

の
た
め
の
施
設
を
配
附
す
る
じ

と
い
う
以

上
中
的
ん
山
が
M
叩
川
附
さ
れ
て
い
る

u

U
一一
体
的
に
は
、
川
林
ケ
日

の
出
町vhJ
い
総
合
叩
雄

助
坊
の

一
部
に
つ
い
て
般
討
を
叫
止
め
て

い

る
と

こ
ろ
で
あ
る

u

羽田園嗣

般j

l費
問

水
道
料
金

見
直
し
検
討

【
問
}
昭
和

b
卜
八

・
カ
」t
九
年
伎
の
給

水
収
ル
仙
の
状
況
か
ら
見
て
、
料
金
の
改
定

を
日
比
送
る
考
え
は
な
い
か
聞
き
た
い
。

【
答
}
昭
如
瓦
十
八
年
伎
は
、
料
令
の
の

ひ
並
び
に
紙
仰
は
の
抑
制
を
す
る
な
か
で
料

令
の
見
山
し
を
一
か
年
延
期
し
て
き
た
が
、

企
業
偵
の
利

f
並
び
に
減
価
償
却
代
等
の

m大
に
よ
リ
料
金
の
見
山
一
し
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
期
と
考
、
之
、
現
作
、

六
卜

年
皮
か
ら
六
|
二
年
度
迄
の
三
か
年
財
政

一日中
川
市
川
を
ぷ
鈴
中
で
あ
る

b

甲府市議会だより

ー
県
営
総
合
運
動
場

1

市
へ
の
移
管
は

慎
重
に

II({千lI59年ll)jlH

現
K
1
庁
内
に
あ
る
「
小
瀬
ス
ポ
ー
ツ
公

凶
移
管
問
題
対
策
会
綴
」
を
中
心
に
市
民

の

.4動
地
設
の
利
別
状
汎
、
地
理
的
な
条

件、

あ
る
い

は
、
地
凡仙の

紺
持
管
埋
な
ど

に
つ
い

て
、
総
九
日
的
に
検
討
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
う

こ
の
間
起
に
附
し
て
紋
近
、
議
川
貝
の
中

か
ら
も

「
紘
ケ
日
総
九
日
辺
動
場
の
地
設
は

左
杓
化
し
て
お
り
、
川
相
川
付
信
仰
f
u
相
当
主

も
の
で
あ
る
ら

中
山
川
市
へ
の
移
符
に
つ
い

て
は
、
似
通
に
取
抜
わ
れ
た
い
r

」
ま
た
、

「
移
伸
一
目
す
る
場
介
で
も
.
そ
の
ん
法
に
つ

い
て
粉
川
し
た
い刀
が
よ

い
」
と
い
う
よ
う

な
立
見
が
聞
か
れ
る
ω

小
潮
ス
ポ
ツ
公
凶
に
日
比
ム
口
勺
た
は

返
リ
地
訟
を
県
に
求
め
て
行
く
の
は
当

然
と
考
え
、
そ

の
姿
勢
は
保
持
し
て
い

き
た
い
も

し
か
し
‘
料
凶
川
勢
の
変
化
と
厳
し
い

財
政
事
情
下
に
お

い
て
、
川
叫
ヶ
，
h
川
県
営
総

合
泌
動
場
の
移
竹
に

つ
い
て
は
、
続

ld
出

か
ら
似
屯
に
取
ぬ
わ
な
け
れ
ば
主
ら
な
い

と
与
え
て
い
る
ι

今
後
、
淡
会
の
む
日
比
を
聞
く
中
で
、
凶

仕
仲
間
併
時
を
め
と
に
、
そ
れ
な
り
の
結
治

が
仰
ら
れ
る
ょ
っ
川県
と
似
広
く
折
衝
を
続

け
て
い
き
た
い

、

行
政
サ
ー
ビ
ス
の

あ
り
方
を
問
、
つ

【
問
}
行
政
改
午
の
主
役
は
議
か
。
そ
し

て
市
民
に
付
す
る
行
政
サ
ヒ
ス
の
限
界

に
つ
い
て
聞
き
た
い

U

【悠ニ

行
政
改
革
は
、
識
の
た
め
に
行
う

の
か
、
誰
が
主
役
な
の
か
と
い
う

こ
と
で

あ
る
が
、
原
則
的
に
市
民
サ
イ
ド
に
立
つ

て
行
わ
れ
、
か
っ

、
地
方
自
治
の
本
旨
に

そ

っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い

る
。行

政
に
は
、
市
民
ニ

l
ズ
に
適
切
に
対

応
し
、
市
民
福
祉
の
地
進
を
図
る
責
務
が

諜
せ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
最
近
の
経
凶
社
会
情
勢
は
、

自
治
体
の
財
政
に

μ科
を
川悦
ば
し
市
民
の

行
政
一
丸
要
、
即
ち
、
行
政
施
策
を
進
め
る

上
で
問
題
が
生
じ
て
き
た
。

そ
の
対
策
と
し
て
、
行
政
運
営
の
効
率

化
を
は
か
る
努
力
の
中
で
、
将
来
に
む
け

て
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
館
山
内
を
は
か
る

べ

く
、
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い

る
も
の
で
、

行
政
改
や
は
、
行
政
の
本
米
的
目
的
で
あ

る
市
民
サ
イ
ド
で
進
め
ら
れ
る
も
の
と
考

、ぇィ
ー、い守会
。

次
に
、
一
行
政
サ

l
ヒ
ス
の
限
界
に
つ
い

て
、
「
市
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
を
得
る

い
と
事
務

・
事
業
送
は
、
明
々
ふ
え
る
こ

と
に
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
た
し
か
に
、

行
政
サ

l
ヒ
ス
に
は
限
界
が
あ
る
と
考
、
ぇ

ィ
、
い
フ
Q
U

従

っ
て
、
多
出
同
化
す
る
市
民
必
要
に
対

!」0
坑
行
事
務
事
業
の
見
直
し

O
行
政
と
市
民
と
の
役
訓
リ
分
仰
の
見
直
し

O
新
し
く
発
生
す
る
も
の
の
選
別
と
順
序

つ
け

O
叉
低
と
負
仰
の
あ
リ
方

な
ど
の
険
討
か
さ
れ
、
市
民
に
対
し
、
そ

の
実
態
と
内
容
を
明
示
し
て
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
限
界
に
つ
い
て
理
解
や
得
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
個
々
の
内
谷
が
全
体
的
に
ま
と

ま
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
限

界
に
つ
い
て

の
市
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

形
成
で
き
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

昭
和
五
十
九
年
九
月
定
例
会
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九
月
定
例
会
に
、
昭
和
五
十
八
年
度
甲

府
市
各
会
計
別
決
算
お
よ
び
各
企
業
会
計

別
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
か
提
出
さ
れ
ま

し
た
。
議
会
は
、
九
月
二
十
六
日
の
本
会

議
で
、
こ
れ
を
審
査
す
る
た
め
の
「
決
算

審
査
特
別
委
員
会
」
を
設
置
し
て
、
委
員

十
六
名
を
次
の
と
お
り
決
め
、
閉
会
中
継

続
審
査
と
し
閉
会
中
委
員
会
を
開
会
、
十

二
月
定
例
会
で
審
査
結
果
を
報
告
す
る
予

定
で
す
。

ー
成
都
市
友
好
代
表
団

l

議
会
を
表
敬
訪
問

甲府市議会だより

本
市
と
中
国
四
川
省
成
都
市
の
友
好
都

市
締
結
式
が
九
月
二
十
七
日
に
行
わ
れ
ま

し
た
が
、
こ
れ
に
出
席
す
る
た
め

山

に
来
甲
し
た
成
都
市
・
拐
品
目
洲
(

ベ

こ
・
も
う
し
ゅ
う
)
市
長
ら
代
表

ゼ

団
六
名
が
二
十
六
日
・
市
議
会
を

表
敬
訪
問
し
ま
し
た
。
議
場
で
は
、

全
議
員
が
拍
手
で
歓
迎
し
、
小
沢

議
長
が
「
今
回
の
訪
日
が
交
換
の

第
一
歩
と
し
て
、
友
愛
の
心
で
相

互
の
繁
栄
と
発
展
を
図
り
た
い
」

と
あ
い
さ
つ
、
胡
市
長
が
「
甲
府

市
の
工
業
、
農
業
、
文
化
教
育
事

業
は
す
ば
ら
し
く
、
こ
の
経
験
と

先
進
的
な
技
術
を
学
び
た
い
。
今

後
は
、
市
民
の
皆
様
と
一
緒
に
中

日
両
国
の
善
隣
関
係
を
長
期
安
定

さ
せ
、
ま
た
発
展
き
せ
る
た
め
に
、

各
分
野
に
わ
た
り
幅
広
い
広
流
を

積
極
的
に
す
す
め
て
い
き
た
い
」

熱
烈
な
拍
手
を
受
け
ま
し
た
。
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決
算
審
査
特
別
委
員
会
を
設
置

合

以
内二刊長

第 63号(5) 

副
委
員
長

委

員
中

西

長

田
川

名

宮

島
剣

持

斉

藤

秋

山

清

水

節
武 早 森 依 上牛渡

川川沢田田奥辺

雅憲庸雅正日召

司二雄展開リ哉久

と
述
べ

子
和 光 幸 敏 英公静

委
員
会
審
査
の

主
な
内
容

九
月
十
七
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
各
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
案
件
に
つ
い
て
、
九
月

二
十
二
日
・
二
十
五
日
委
員
会
を
開
会
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
い
ず
れ
も
当
局
原
案

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

総
務
委
員
会

成都市長・機場であいさつ

議
案
第
九
七
号
条
例
の

一
部
改
正
に
つ

い
て
は
、
個
人
市
民
税
所
得
割
の
課
税
最

低
率
の
引
き
上
げ
は
、
課
税
対
象
者
の
う

ち
特
に
所
得
割
の
低
い
人
に
対
し
て
税
負

担
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
反
対
す

る
旨
の
意
見
が
あ
り
、
ま
た
、
議
案
第
八

二
号
一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、

主
に
同
和
対
策
事
業
に
つ
い
て
、
出
産
助

成
金
等
対
象
者
は
、
今
後
事
前
調
査
し
的

確
に
は
あ
く
す
る
と
と
も
に
低
所
得
者
に

対
し
て
は
、
他
の
諸
制
度
を
活
用
す
る
よ

う
周
知
を
図
る
な
ど
行
政
が
主
体
性
を
も

っ
て
執
行
し
て
ほ
し
い
と
の
要
望
意
見
が

あ
り
ま
し
た
。
出
産
助
成
は
、
国
民
健
康

保
険
等
加
入
し
て
い
る
制
度
か
ら
も
分
娩

費
等
が
支
給
さ
れ
、
実
質
必
要
経
費
よ
り

多
額
と
な
る
場
合
も
あ
り
、
一
般
市
民
と

の
間
に
不
公
平
が
生
ず
る
の
で
反
対
す
る

意
見
が
あ
り
両
議
案
と
も
採
決
の
結
果
賛

成
多
数
を
も
っ
て
当
局
原
案
の
と
お
り
可

決
し
ま
し
た
。

最
後
に
閉
会
中
継
続
審
査
中
の
請
願
第

二
号
「
外
国
人
登
録
法
」
の
改
正
に
つ
い

て
は
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
者
多
数
を
も

っ
て
採
択
し
ま
し
た
が
、
外
国
人
登
録
法

の
抜
本
的
改
革
は
必
要
と
す
る
も
、
現
行

に
か
わ
る
具
体
策
の
な
い
う
ち
に
む
や
み

に
全
廃
せ
よ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
今
少

し
時
間
を
か
け
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

イ申好園夫夫文貴男

の
で
、
採
択
で
な
く
、
閉
会
中
継
続
審

査
す
べ
き
で
あ
る
と
の
少
数
意
見
の
留
保

が
あ
り
ま
し
た
。

民
生
委
員
会

議
案
第
八
二
号
一
般
会
計
補
正
予
算
他

一
案
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
審
査
し
た
結

果
、
い
ず
れ
も
異
議
な
く
当
局
原
案
の
と

お
り
可
決
し
ま
し
た
。

髄
織
委
員
会

議
案
九
八
号
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
は
、
委
員
か
ら
今
後
の
市
営
住
宅
建
設

に
あ
た
っ
て
は
、
建
設
場
所
に
つ
い
て
地

域
性
の
配
慮
と
民
有
地
借
上
等
の
活
用
を

図
る
よ
う
、
ま
た
、
議
案
九
九
号
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
は
、
委
員
か
ら
施
行

地
区
面
積
に
つ
い
て
、
本
市
の
実
情
を
十

分
チ
ェ
ッ
ク
し
実
態
に
合
わ
せ
た
数
値
を

検
討
す
る
よ
、
つ
要
望
す
る
意
見
が
あ
り
当

局
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

次
に
陳
情
第
十
号
農
業
委
員
学
識
経
験

者
一
名
(
欠
員
中
)
を
農
協
役
員
か
ら
推

せ
ん
に
つ
い
て
は
活
発
な
論
議
が
交
き
れ
、

委
員
か
ら
南
北
農
協
合
併
を
当
局
及
ぴ
議

会
と
し
て
推
進
し
た
経
過
も
あ
り
、
そ
れ

ら
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
議
会
推
せ
ん
委
員

に
つ
い
て
は
均
衡
の
と
れ
た
方
途
を
講
ず

る
よ
う
、
ま
た
現
在
お
か
れ
て
い
る
厳
し

い
農
業
情
勢
等
を
勘
案
し
、
こ
の
際
農
協

へ
の
力
添
え
の
意
味
か
ら
も
採
択
と
の
強

い
要
望
意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
す
で

に
そ
れ
ら
を
含
め
農
業
振
興
協
会
か
ら
一

名
の
推
せ
ん
を
受
け
議
会
と
し
て
推
せ
ん

し
た
経
過
も
あ
る
と
の
意
見
も
あ
り
採
決

の
結
果
不
採
択
と
決
し
ま
し
た
。

最
後
に
閉
会
中
継
続
審
査
中
の
陳
情
第

五
号
市
道
等
の
拡
充
整
備
に
つ
い
て
は
、

整
備
に
伴
う
用
地
取
得
が
困
難
の
た
め
全

員
異
議
な
く
不
採
択
と
決
し
ま
し
た
。

水
道
委
員
会

議
案
九
三
号
か
ら
九
五
号
ま
で
の
請
負

契
約
に
つ
い
て
は
、
委
員
か
ら
下
水
道
事

業
は
長
期
に
わ
た
る
の
で
、
幹
線
工
事
に

つ
い
て
も
地
元
業
者
が
参
加
で
き
る
よ
う

技
術
面
な
ど
そ
の
指
導
育
成
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
財
政
理
由
に
よ
り
下
水
道
事
業
が

遅
滞
す
る
場
合
は
、
関
係
自
治
会
等
に
周

知
を
図
り
理
解
を
得
る
よ
う
要
望
、
意
見

が
出
き
れ
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
全
員
異

議
な
く
当
局
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し

た
次
に
陳
情
第
八
号
の
一
相
生
地
区
生
活

環
境
整
備
に
つ
い
て
は
、
願
意
妥
当
と
認

め
採
択
し
ま
し
た
が
、
委
員
か
ら
本
市
の

人
口
密
集
地
を
流
れ
る
濁
川
の
改
修
に
つ

い
て
は
河
川
管
理
者
で
あ
る
県
及
び
地
元

住
民
と
十
分
協
議
し
、
そ
の
コ
ン
セ
ン
サ

ス
を
得
る
中
で
、
す
み
や
か
に
抜
本
的
な

対
策
を
検
討
す
る
よ
う
強
〈
要
望
す
る
意

見
が
出
き
れ
ま
し
た
。

「
市
議
会
だ
よ
り
」
に
つ
い
て
、
御

意
見
、
御
感
想
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

〈
あ
て
先
〉

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
八
番
一
号

甲
府
市
議
会
事
務
局
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続
い
て
調
査
日
程
に
従
い
多
く
の
市
民
、

各
種
団
体
等
の
声
を
聞
く
な
か
で
、
い
ま

市
民
は
本
市
の
行
財
政
改
革
に
対
し
て
な

に
を
期
待
し
、
な
に
を
要
望
し
て
い
る
か

を
よ
リ
正
確
に
知
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、

第 63号甲府市議会だより

地
方
行
財
政
対
策
に
関
す
る
調
査
特
別

委
員
会
は
、
昨
年
九
月
定
例
会
に
お
い
て

設
置
さ
れ
、
今
日
ま
で
計
十
六
回
委
員
会

を
聞
き
精
力
的
な
調
査
活
動
を
進
め
て
ま

い
り
ま
し
た
。

最
初
の
委
員
会
は
昨
年
十
月
二
十
五
日

に
開
き
調
査
方
法
の
大
綱
に
つ
い
て
協
議

い
た
し
ま
し
た
が
、
調
査
事
項
は
地
方
自

治
の
進
展
を
め
さ
す
本
市
の
行
財
政
対
策
、

大
型
事
業
の
推
進
、
市
政
に
対
す
る
市
民

参
加
の
方
法
、
情
報
公
開
の
具
体
的
方
策
、

民
主
的
な
契
約
手
続
き
等
と
す
る
こ
と
及

び
調
査
回
数
は
月
一
、
二
回
と
し
二
年
間

で
計
四
十
回
程
度
委
員
会
を
開
催
、
調
査

期
限
を
昭
和
六
十
年
九
月
定
例
会
ま
で
の

二
ヶ
年
と
す
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
確
認
い
た

し
ま
し
た
。
十
一
月
四
日
の
委
員
会
に
お
い

て
、
市
長
よ
り
行
財
政
対
策
に
取
組
む
姿
勢

と
決
意
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
助
役
ほ
か
関
係

部
長
か
ら
行
政
運
営
の
現
状
と
課
題
及
び

財
政
の
推
移
と
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
説
明
が
あ
り
、
本
市
行
財
政
の

現
況
と
対
策
に
つ
い
て
認
識
を
新
た
に
し

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

市
民
お
よ
び
各
種
団
体
よ
り

意
見
提
言
を
聴
取

昭和59年11月1日

そ
れ
ら
を
今
後
の
委
員
会
運
営
に
資
す
る

た
め
、
ま
ず
十
一
月
二
十
九
日
に
は
報
道

関
係
者
か
ら
、
本
市
行
財
政
の
あ
る
べ
き

姿
に
つ
い
て
意
見
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
十
二
月
一
目
、
二
日
の
二
日
間
に

わ
た
り
商
工
、
農
業
、
教
育
、
婦
人
、
青

年
団
体
等
の
代
表
者
及
び
一
般
市
民
か
ら

本
市
行
財
政
や
、
市
民
生
活
の
中
で
か
か

え
る
切
実
な
諸
問
題
に
つ
い
て
意
見
、
提

言
の
聴
取
を
行
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
二
月
十
三
日
に
は
山
梨
学
院
大

学
教
授
椎
名
慎
太
郎
氏
を
招
き
「
地
方
自

治
と
行
財
政
対
策
」
と
題
す
る
講
演
会
を

開
催
、
二
月
二
十
四
日
に
は
自
治
労
本
部

執
行
委
員
長
丸
山
康
雄
氏
を
招
き
「
行
政

改
革
と
第
二
臨
調
」
と
題
す
る
講
演
会
を

開
催
し
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る
行
政
改

革
の
あ
り
方
に
つ
い
て
さ
ら
に
認
識
を
深

め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

調

査

項

目

の

設

定

四
月
二
十
五
日
の
第
十
回
委
員
会
で
は
、

こ
れ
ま
で
に
聴
取
し
た
意
見
、
提
言
等
を

踏
ま
え
、
参
考
と
す
る
な
か
で
具
体
的
な

調
食
項
目
の
設
定
に
つ
い
て
活
発
ト善
い見
交

換
が
行
わ
れ
、
次
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

主
な
調
査
項
目
は

一
、
財
政
運
営
の
効
率
化
と
経
費
節
減
対
策

二
、
事
務
事
業
の
見
直
し
と
効
率
化

三
、
市
民
参
加
の
方
法
の
追
究

四
、
情
報
公
開
制
度
の
具
体
的
方
策
の
検
討

五
、
民
主
的
な
契
約
手
続
の
確
立

六
、
長
期
総
合
計
画
の
進
行
状
況
の
分
析

と
今
後
の
展
望
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
行
政
機
構
の
見
直
し
と
笠
備
、

総
員
定
数
管
理
、
議
員
定
数
の
見
直
し
を

含
む
議
決
機
関
の
あ
り
方
に

つ
い
て
も
調

査
の
対
象
と
し
、
財
政
運
営
の
効
率
化
と

経
費
節
減
対
策
に
合
せ
て
調
査
す
る
こ
と

を
確
認
い
た
し
ま
し
た
。

当
局
か
ら
現
状
と

問
題
点
を
ヒ
ヤ
リ
ン
グ

委
員
会
は
つ
づ
い
て
本
市
に
お
け
る
行

財
政
等
の
実
態
と
問
題
点
を
把
濯
す
る
た
め

前
述
の
調
査
項
目
の
順
に
当
局
に
対
し
詳

細
な
資
料
の
提
出
を
求
め
、
五
月
二
十
五

日
を
は
じ
め
四
回
に
わ
た
り
各
所
管
部
に

よ
る
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。

md

財
政
運
営
関
係
で
は
、
科
目
別

下邑

歳
入
の
状
況
、
目
的
別
性
質
別
経

帯

費
の
状
況
、
市
税
等
の
調
定
、
滞

d
u

納
繰
越
状
況
、
五
十
七
年
、
五
十

三
4

八
年
度
負
担
金
、
補
助
金
の
支
出
国

状
況
、
事
務
事
業
関
係
で
は
今
後

十

の
見
通
し
と
そ
の
対
応
、
本
市
に

‘
i

お
け
る

O
A
化
の
現
状
と
対
策
、

r
h

機
関
委
任
事
務
調
べ

、
民
間
委
託

伯母

に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
と
そ

憶官
事

の
方
向
、
委
託
料
の
推
移
、
市
民

バ

サ
ー
ビ

ス
の
進
め
方
、
条
例

・
規

則
等
の
見
直
し
の
経
過
と
現
状
、

市
政
に
対
す
る
市
民
参
加
に

つ
い

a

て
は
基
本
的
な
考
え
方
と
そ
の
方

向
、
ま
た
そ
の
ほ
か
情
報
公
開
制

度
の
基
本
的
な
方
針
、
契
約
手
順

と
ラ
ン
ク
別
業
者
選
定
の
基
準、

さ
ら
に
長
期
総
合
計
画
の
進
捗
状

況
等
で
あ
り
ま
す
。

以
上
で
本
市
行
財
政
の
現
状
把
握
と
行

財
政
対
策
に
関
す
る
予
備
的
調
査
を
終
え

八
月
十
七
日
開
催
の
第
十
五
回
委
員
会
か

ら
実
質
調
査
に
入
り
ま
し
た
。
調
査
を
進

め
る
に
当
り
、
こ
れ
ま
で
に
行

っ
た
調
査

に
基
づ
い
て
各
委
員
が
研
究
、
検
討
し
た

結
果
三
十
七
項
目
に
わ
た
る
問
題
点
が
提

起
さ
れ
ま
し
た
。

問
題
点
を
抽
出
・
分
析

委
員
会
で
は

こ
の
問
題
点
を
整
理
し、

ま
ず
財
政
運
営
の
効
率
化
と
経
費
節
減
対

策
の
う
ち
財
政
収
支
の
見
通
し
と
財
源
の

確
保
対
策
に
か
か
わ
る
問
題
点
の
提
起
事

項
を
議
題
と
し
て
提
起
委
員
よ
り
説
明
が

あ
り
、
ま
た
あ
わ
せ
て
議
員
定
数
の
見
直

し
に
つ
い
て
も
各
委
員
か
ら
地
方
自
治
法
の

趣
旨
、
議
会
制
民
主
主
義
の
根
幹
、
本
市

の
財
政
状
況
、
社
会
情
勢
の
変
化
、
市
民

世
論
等
を
踏
ま
え
た
率
直
な
意
見
が
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。

八
月
三
十
一
日
の
委
員
会
に
お
い
て
も

引
き
続
き
財
政
収
支
全
般
に
わ
た
り
問
題
点

の
分
析
、
検
討
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
歳
入
面
に
つ
い
て
は
、
市
税

及
び
依
存
財
源
で
あ
る
地
方
交
付
税
等
の
伸

び
率
の
鈍
化
と
公
償
資
の
増
大
、
ま
た
下

水
道
事
業
に
お
け
る
受
益
者
負
担
金
及
ぴ

使
用
料
の
適
正
化
、
さ
ら
に
市
税
の
収
納

率
向
上
を
図
る
た
め
収
納
業
務
の
見
直
し

等
に
つ
い
て
、
歳
出
面
に
つ
い
て
は
、
市

立
病
院
等
特
別
会
計
に
対
す
る
繰
出
金
の

基
準
化
、
経
常
的
経
費
と
投
資
的
経
費
に

対
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
設
定
、
債
務
負

担
行
為
の
限
界
、
及
ぴ
病
院
事
業
に
お
け

る
薬
品
購
入
費
の
適
正
化
、
さ
ら
に
機
関

委
任
事
務
の
財
政
的
、
人
的
負
担
の
精
査

等
活
発
な
意
見
が
交
換
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
も
精
力
的
に
調
査

以
上
が
今
日
ま
で
の
調
査
経
過
の
大
要

で
あ
り
ま
す
。

本
特
別
委
員
会
で
は
各
種
市
民
団
体
や

学
識
経
験
者
、
報
道
関
係
者
等
の
意
見、

提
=
=
一
口
を
踏
ま
え
る
な
か
で
本
市
独
自
の
自

主
的
な
行
財
政
対
策
に
関
す
る
調
査
を
鋭

意
進
め
、
い
よ
い
よ
諸
問
題
の
分
析
、
検

討
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

今
後
も
引
き
続
い
て
精
力
的
に
調
査
活

動
を
重
ね
る
な
か
で
市
民
の
期
待
す
る
具

体
的
か
つ
効
果
的
な
行
財
政
運
営
の
方
策

を
追
究
し
、
本
特
別
委
員
会
に
与
え
ら
れ

た
使
命
を
全
う
す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。
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郵
便
貯
金
非
課
税
制
度
並
び
に

少
額
貯
蓄
非
課
税
制
度
の
現
行

制
度
存
続
に
関
す
る
意
見
書

現
伯
、
政
府
並
び
に
自
民
党
税
制
調
査

会
に
お
い
て
は
、
郵
便
附
金
を
含
め
た
非

課
税
貯
義
制
度
の
見
直
し
が
検
討
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
附
答
は
、
経
済
社
会
発
展
の

広
慌
で
あ
り
、
諸
外
凶
の
例
を
み
て
も
貯

札
税
率
の
古
向
い
国
は
経
済
成
長
率
も
高
い
傾

向
に
あ
リ
、
我
が
国
に
お
い
て
戦
後
急
速

な
発
展
を
遊
げ
ら
れ
た
の
も
諸
外
国
に
例

を
み
な
い
高
い
貯
蓄
率
に
起
因
し
て
お
り
、

こ
の
高
い
貯
嘉
率
を
支
え
て
き
た
の
は
非

課
税
貯
苔
制
度
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
日
本
人
の
高
附
化
は
急
速
に
進

展
し
て
お
り
、
国
民
一
人
ひ
と
り
の
自
助

努
力
に
よ
る
左
後
の
備
、
え
は
今
ま
で
以
上

に
重
要
で
あ
り
、
財
蓄
に
対
し
て
積
極
的

な
配
慮
を
行
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
少
額
貯
蓄
が
課
税

さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
国
民

の
貯
菩
意
欲
に
水
を
差
す
こ
と
に
な
り
、
ひ

い
て
は
社
会
経
済
に
大
き
な
杉
響
を
及
ば
す

こ
と
は
明
白
で
将
来
に
取
リ
返
し
の
つ
か
な

い
禍
恨
を
残
す
こ
と
と
な
り
ま
す

J

よ
っ
て
甲
府
市
議
会
は
政
府
に
対
し
て
、

我
が
国
経
済
の
安
定
成
長
と
国
民
生
活
の

向
上
が
池
方
行
政
の
推
進
に
重
要
な
役
割

り
を
果
た
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
郵

便
貯
金
非
課
税
制
度
並
び
に
少
額
貯
蓄
非

課
統
制
度
が
現
行
制
度
で
存
続
さ
れ
る
よ

う
強
く
要
望
い
た
し
ま
す
。

人
事
院
勧
告
完
全
実
施
に
関
す

る
意
見
書

人
事
院
は
八
月
十
日
、
昭
和
五
十
九
年

国
家
公
務
員
の
行
金
を
四
月
に
さ
か
の
ぼ

り
、
平
均
一
五
、
五
四
一
円
(
六

・
四
四
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保
障
さ
れ
た
住
民
の
福
祉
と
地
方
自
治
の

本
旨
を
否
定
し
、
地
方
自
治
体
に
対
す
る

国
の
介
入
、
支
配
を
強
化
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

大
蔵
省
は
「
国
の
財
政
に
比
べ
地
方
財

政
に
は
ゆ
と
り
が
あ
る
」
と
言

っ
て
い

ま

す
が
、
地
方
債
残
高
の
増
な
ど
地
方
財
政

も
ま
た
危
機
的
状
況
に
あ
り
、
そ
の
し
わ

寄
せ
は
住
民
の
福
祉
、
教
育
の
切
り
捨
て

に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
っ
て
甲
府
市
議
会
は
、
市
民
と
と
も

に
つ
く
り
上
げ
て
き
た
福
祉
と
教
育
を
一

層
充
実
し
、
地
方
自
治
を
守
る
立
場
か
ら

「
行
革
審
」
の
意
見
に
よ
る
地
方
行
革
に

反
対
し
、
当
面
明
主
度
予
算
の
編
成
に
お
い

て
は
絶
対
に
国
庫
補
助
負
担
率
の
引
き
下
げ

を
行
わ
な
い
よ
う
強
く
要
望
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

外
国
人
登
録
法
の
改
正
を
求
め

る
意
見
書

我
が
国
に
居
住
す
る
外
国
人
は
地
域
社
会

の
住
民
と
し
て
日
本
人
と
変
わ
り
の
な
い
生

活
を
営
ん
で
い
ま
す
が
、
外
国
人
登
録
法
に

よ
り
種
々
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

と
り
わ
け
指
紋
押
な
つ
、
登
録
証
明
書
常

時
携
衛
等
の
義
務
は
、
法
の
下
の
平
等
及
び

基
本
的
人
権
を
7
た
、
フ
日
本
国
憲
法
並
び
に

国
際
人
権
規
約
等
の
国
際
法
の
理
念
に
昭
'
ら

し
改
善
す
べ
き
も
の
と
考
、
え
ま
す
。

よ
っ
て
甲
府
市
議
会
は
政
府
に
対
し
て
、

在
日
外
国
人
の
各
種
義
務
の
軽
減
を
図

る
た
め
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
処

置
を
速
や
か
に
講
じ
改
善
さ
れ
る
よ
う
強

く
要
望
い
た
し
ま
す
。

一

人
間
の
尊
厳
を
傷
つ
け
、
屈
辱
を
強

い
る
指
紋
登
録
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
。

一

外
国
公
民
の
人
権
を
尊
重
し
、
登
録

証
明
書
の
常
時
携
帯
義
務
を
強
い
る
制

度
を
廃
止
す
る
こ
と
。

一
刑
罰
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
。

年
齢
区
分
に
よ
る
幼
保
一
元
化

に
反
対
す
る
意
見
書

政
府
は
幼
稚
園
団
体
か
ら
の
強
い
要
請

に
よ
り
年
齢
区
分
に
よ
る
幼
保
一
元
化
を

法
制
化
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

保
育
所
と
幼
稚
園
は
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
経

緯
や
法
的
根
拠
も
異
な
り
、
目
的
、
役
割
、

対
象
家
庭
、
保
育
日
数
、
時
間
等
に
お
い
て

相
当
な
相
違
が
あ
る
こ
と
か
ら
簡
単
に
一
元

化
で
き
る
状
況
で
は
な
く
、
さ
ら
に
政
府
当

局
に
お
か
れ
て
も
文
部
、
厚
生
両
省
の
意
見

が
対
立
し
た
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す

こ
と
は
甚
だ
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
人
間
形
成
の
基
礎
を
つ
く
る
と
言

わ
れ
る
幼
児
期
を
三
オ
で
線
引
き
し
て
現
在

の
幼
稚
園
に
お
け
る
教
育
の
場
へ
追
い
や
る

の
は
登
校
拒
否
や
非
行
を
増
大
し
、
か
え
っ

て
子
供
の
健
全
育
成
に
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
と

言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
と
く
に
最
近
は
、

社
会
状
況
の
変
化
の
中
で
子
供
の
育
つ
家
庭

地
域
の
育
児
機
能
が
低
下
し
て
き
て
お
り
保

育
所
の
機
能
や
役
割
が
強
〈
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

し
か
も
措
置
資
制
度
の
み
で
運
営
す
る

民
間
保
育
所
は
幼
少
人
口
の
減
少
と
不
安

定
な
保
育
所
運
営
の
中
で
将
来
廃
園
の
憂

き
目
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
も
考
、
え
ら
れ
、

現
実
に
は
児
童
福
祉
の
後
退
と
な
り
永
年

社
会
に
定
着
し
た
保
育
環
境
を
根
底
か
ら

覆
す
重
大
な
結
果
と
な
り
ま
す
。

よ
っ
て
甲
府
市
議
会
は
、
現
実
的
に
目
的
、

機
能
が
異
な
る
保
育
所
と
幼
稚
園
を
年
齢

区
分
に
よ
っ
て
幼
保
一
元
化
す
る
こ
と
に

反
対
す
る
と
と
も
に
保
育
制
度
の
な
お
一

層
の
充
実
を
強
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。
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陳
情
の

J

結
果
し
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ー
請
願
・

「
l

審

査

川
音
岬
貢
耐
川
川

--
=

回

目

岡

町

採
択
さ
れ
た
も
の

〔
総
務
委
員
会
〕

O
郵
便
貯
金
非
課
税
制
度
並
び
に
マ
ル
優

制
度
存
続
(
山
梨
県
特
定
郵
便
局
長
会
東

部
地
区
会
代
表
者
・
小
野
宏
)

O
安
全
を
無
視
し
た

『国
鉄
縦
町
・
愛
宕

町
両
踏
切
無
人
化
」
反
対
(
桜
町
・
愛
宕

町
商
踏
切
無
人
化
に
反
対
す
る
会
代
表
者

.
塚
脇
利
雄
ほ
か
)

O
人
事
院
勧
告
完
全
実
施
(
自
治
労
山
梨

県
本
部
甲
府
市
職
支
部
執
行
委
員
長
・
金

箱
憲
一
ほ
か
)

O
郵
便
貯
金
や
マ
ル
優
な
ど
非
課
税
貯
蓄

制
度
改
悪
反
対
、
少
額
貯
蓄
の
現
行
利
子

非
課
税
制
度
の
継
続
(
甲
府
市
桜
井
町
一

0
0五
l
六
・
窪
田
繁
次
郎
ほ
か
)

O
地
方
自
治
破
壊
の
「
臨
時
行
政
改
革
推
進

審
機
会
意
見
」
に
よ
る
地
方
行
革
反
対
(
新

日
本
婦
人
の
会
甲
府
支
部
代
表
・
回
中
八
重
子
)

O

『外
国
人
登
録
法
」
の
改
正
(
甲
府
市

上
石
田
三
丁
目
三
番
十
六
号

・
金
曜
錫
)

〔
民
生
委
員
会
〕

O
年
齢
区
分
に
よ
る
幼
保

一
元
化
反
対

(
日
本
保
育
協
会
山
梨
支
部
支
部
長
・
田

中
静
光
ほ
か
.
)

〔
建
設
経
済
委
員
会
〕

O
甲
府
駅
南
口
駅
前
広
場
の
整
備
計
画
(
全

国
自
動
車
交
通
労
働
組
合
総
連
合
会
山
梨
地

方
連
合
会
執
行
委
員
長

・
牛
山
公
男
)

O
和
戸
町
竜
王
線
事
業
化
促
進
(
甲
運
地

区
自
治
連
合
会
長
・
小
田
川
岳
司
ほ
か
)

O
大
資
本
系
ミ
ニ
ス
ー
パ
ー
出
唐
規
制
等

(山
梨
県
生
鮮
三
品
協
同
組
合
連
合
会
々

長
・
飯
島
哲
ほ
か
)
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継
続
審
査
す
る
も
の

〔
総
務
委
員
会
〕

O
政
党
法
制
定
に
反
対
す
る
意
見
書
提
出

(
政
党
法
制
定
に
反
対
す
る
山
梨
県
連
絡

会
議
代
表
委
員
・
寺
島
勝
洋
)

O
政
党
法
制
定
に
反
対
す
る
意
見
書
採
択

(
新
日
本
婦
人
の
会
甲
府
支
部
代
表
・
中

野
朱
笑
枝
)

O
石
和
町
内
へ
の
日
本
中
央
銭
馬
会
場
外

勝
馬
投
票
券
発
売
所
設
置
反
対
(
東
八
代

郡
労
働
組
合
協
議
会
議
長
・
望
月
紀
雄
)

O
電
々
公
社
制
度
改
革
(
全
国
電
気
通
信
労
働

組
合
山
梨
県
支
部
執
行
委
員
長
・
上
回
利
正
)

O
議
員
定
数
減
数
条
例
の
制
定
等
(
甲
府

市
の
行
財
政
改
革
推
進
を
求
め
る
市
民
の

会
々
長
・
山
中
繁
芳
ほ
か
)

〔
民
生
委
員
会
〕

O
老
人
保
健
法
を
改
め
、
老
人
医
療
無
料

制
度
の
復
活
、
拡
充
(
新
日
本
婦
人
の
会

甲
府
支
部
代
表
・
中
野
朱
実
校
)

〔
建
設
経
済
委
員
会
〕

O
舞
鶴
公
園
通
り
建
設
整
備
と
公
園
整
備

再
開
発
(
舞
鶴
公
園
通
り
建
設
整
備
委
員

会
々
長
・
深
山
敏
)

O
甲
府
市
中
央
高
鹿
衡
街
頭
客
引
き
一
掃

(
甲
府
市
中
央
商
庖
街
有
志
代
表
責
任
者

.
山
村
量
蔵
ほ
か
)

O
大
中
型
底
進
出
等
規
制
(
甲
府
民
主
商

工
会
々
長
・
筒
井
昭
治
)

O
城
東
地
区
区
画
整
理
事
業
計
画
及
び
調

査
反
対
(
甲
府
市
城
東
三
丁
目
十
六
番
十

六
号
・
小
佐
野
総
一
郎
ほ
か
)

O
大
型
腐
の
出
庖
規
制
及
び
営
業
時
間
の

短
縮
等
(
丸
福
青
果
商
業
協
同
組
合
理
事

長
・
広
瀬
正
留
ほ
か
)

採
択
さ
れ
た
も
の

〔
建
設
経
済
委
員
会
〕

O
甲
府
駅
前
タ
ク
シ
ー
乗
降
場
及
び
駐
車

場
(
甲
府
市
ハ
イ
ヤ
ー
協
議
会
甲
府
駅
前

対
策
特
別
委
員
会
副
委
員
長
・
三
沢
達
郎
)

O
甲
府
駅
南
口
広
場
勘
定
備
原
案
に
対
す
る

利
用
方
(
山
梨
県
ハ
イ
ヤ
ー
協
会
々
長
・

堀
内
光
雄
)

〔
水
道
委
員
会
〕

O
相
生
地
区
生
活
環
境
整
備
(
相
生
地
区

自
治
会
連
合
会
々
長
・
田
中
新
太
郎
ほ
か
)

不
採
択
に
な
っ
た
も
の

〔
建
設
経
済
委
員
会
〕

O
農
業
委
員
学
級
経
験
者
一
名
(
欠
員
中

の
)
を
農
協
役
員
か
ら
推
薦
(
甲
府
南
農

業
協
同
組
合
組
合
長
理
事
・
萩
原
久
雄
)

O
市
道
等
の
拡
充
整
備
(
上
小
河
原
町
東

河
原
自
治
会
々
長
・
手
塚
佳
樹
ほ
か
)

継
続
審
査
す
る
も
の

〔
総
務
委
員
会
〕

O
相
生
地
区
生
活
環
境
整
備
(
相
生
地
区

自
治
会
連
合
会
々
長
・
回
中
新
太
郎
ほ
か
)

〔
建
設
経
済
委
員
会
〕

O
信
玄
公
銅
像
(
甲
府
駅
前
発
展
共
栄
会

々
長
・
宮
坂
鴻
太
郎
)

昭
和
五
十
九
年
三
月
友
び
六
月
定
例
会
採
択
の

請
願
・
陳
情
は
ど
う
処
理
さ
れ
た
か

3
3
3市
長

結

果

報

告

3
3
3

鯖
願

マ
市
立
商
科
大
学
設
立
(
甲
府
市
立
商
科

大
学
設
立
期
成
委
員
会
々
長
・
斉
藤
勤
ほ

か

)
1関
係
部
局
等
と
協
議
を
進
め
、
他

都
市
の
公
立
大
学
の
建
設
規
模
及
び
運
営

経
費
等
に
つ
い
て
状
況
を
調
査
中
。

のこ
市 皆ど甲

民 様に府 議
の の申市

員皆 ごし議
様 理合会 の
J¥ 解わは 年

をせ 賀おま議
願し員 状
いたの の
申の年 自しで賀

甲あ 状 粛
府げ誠に
市 まに つ つ議 す 勝 い
会 。 手 て L、
議 な

、

て
員 1;'自

一 ら粛
同 市 す

民る

陳
情

マ
愛
宕
山
東
道
路
の
市
道
編
入
(
東
光
寺

西
部
自
治
会
々
長
・
前
島
武
雄
ほ
か

)
1

市
道
の
認
定
は
市
道
認
定
基
準
要
綱
に
定

め
る
具
備
要
件
と
し
て
、
片
側
側
溝
の
道

路
で
四
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
両
側
側
溝

で
五
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
員
を
備
、
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
関
係
地
権

者
の
協
力
を
得
て
市
に
道
路
用
地
の
無
償

寄
付
が
必
要
で
あ
る
。
市
と
し
て
は
現
況

測
量
を
行
い
路
線
の
計
画
線
図
を
作
成
し
、

地
権
者
全
員
の
土
地
提
供
承
諾
が
整
っ
た

時
点
で
市
道
編
入
の
措
置
を
す
る

マ
降
雪
等
に
よ
る
ぶ
ど
う
被
害
の
数
済

(
甲
運
果
実
農
業
協
同
組
合
専
務
理
事
・

若
月
知
良

)
l今
冬
か
ら
春
の
果
樹
へ
の

凍
寒
害
に
対
し
、
市
は
被
害
調
査
及
ぴ
技

術
指
導
を
行
い
、
調
査
経
過
を
踏
ま
え
て

被
害
農
家
へ
の
救
済
措
置
を
検
討
し
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
枯
死
あ
る
い
は
発
芽
不

良
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
植
、
ぇ
替
及

び
補
植
に
対
し
、
経
済
的
援
助
措
置
と
し

て
そ
の
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
た
め
六

月
市
議
会
で
必
要
な
予
算
措
置
を
行
っ
た
。

具
体
的
な
救
済
措
置
と
し
て
は
、

ー
、
枯
死
木
へ
の
対
応
と
し
て
植
替
え
用

苗
木
を
無
償
交
付
す
る
。

2
、
1
以
外
の
補
植
へ
の
対
応
と
し
て
、

苗
木
の
三
分
の
一
の
補
助
を
行
う
。

3
、
果
樹
共
済
加
入
農
家
の
救
済
措
置
と

し
て
被
害
樹
園
地
に
対
し
共
済
掛
金

の
軽
減
措
置
を
行
、
つ
。

市
制
施
行
記
念
式
典
で

議

員

表

彰

本
市
の
市
制
九
十
五
周
年
を
記
念
す
る

式
典
が
、
十
月
十
七
日
県
民
会
館
大
ホ
ー

ル
で
挙
行
さ
れ
、
多
年
市
政
に
功
績
の
あ

っ
た
市
民
の
方
々
と
共
に
剣
持
庸
雄
議
員

が
優
遇
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。

編

集

後

記

マ
す
っ
か
り
秋
も
深
ま
り
、
昇
仙
峡
も
紅

葉
が
見
頃
で
、
連
日
、
観
光
客
で
に
ぎ
わ

っ
て
い
ま
す
。
夏
の
記
録
的
な
猛
暑
を
す

っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
今
日
こ
の
頃
で

す。マ
行
政
の
能
率
的
な
逮
営
と
効
果
的
な
財

政
運
営
を
め
ざ
し
、
昨
年
設
置
さ
れ
た
「

行
革
特
別
委
員
会
」
の
中
間
報
告
が
九
月

定
例
会
に
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
本
号
に
掲

載
し
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
愛
読
く
だ
さ
い
。

マ
次
回
の
定
例
会
は
十
二
月
中
旬
の
予
定

で
す
。
お
忙
し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、

多
数
の
市
民
の
方
々
が
本
会
議
を
傍
聴
さ

れ
、
市
政
へ
の
参
加
を
期
待
し
ま
す
。


